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実感するまでには 至っていないことも 浮き彫りとなった ( 資料 1 参照 ) 

( 表 1) 

  731 

  636 

7 H 社 (M)   2506 965 531 BBO.0 67.4 0 ・ 7 l.2   SO.D 

B SD 社 (S)   8l8 481 100   65.D 

g Rt 士 (S)   775 400 250 294.0 37.9 O.7 f.2   73.3 

lollM1 社 (M)     47 Ⅰ   426 358 207.0 43.l O.7 0.6   75.4 

99 その他   (S)   137 l4I 142 122.0 l03 Ⅰ   l.5   62.5 

0 柁入 なし     626 274 116 460.3 4l.0 6.4 l.6   57.5 

②電子カルテシステムに 関しては、 システムの導入を 目的化するのではなく「何のため 

に導入するか」の 目標設定とアクションプランの 策定、 更には結果評価を 組織全体で 

行 う 事が重要であ るが、 医療従事者全員が 目標を共有することが 何にもまして 重要で 

あ る。 本研究班では「電子カルテ・スコアカード ( 仮称 ) 」検討バループを 結成し 

医療機関が共通して 活用可能な「目標共有及び 自己評価のフレームワーク」策定が 

重要であ ると考え、 今回基礎的な 研究を行ってきた。   

③ 「電子カルテ ，スコアカード ( 仮称 ) 」モデル検証では、 島根県立中央病院 ( 導入 5 

年間の総括という 意味も込めて ) のご協力の下、 調査・分析を 進めている。 本年度は 

特に経営・コスト 面、 及びカルテの 記載内容のチェックを 行っている。 ( 資料 2 参照 ) 

また、 他に民間病院 2 病院の協力も 得て類似の調査も 行 う 。 

資料 ( 協力研究員 ) 

・主任研究 俺 阿古清元 博 ( 日供 巨硅 福祉天牛 放摂 ) 
・分担研究 廣 梅里主 正 ( 日 * 大宇田学部構 席憶 理学助教授 ) 
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，協力研究 廣 竹田秀 ( 村田法人村田 % 台 肩援 在さ 俺 ) 

舟木史郎 ( 卑根廉 血中央 痛 島田 硅長 ) 
神 4 正は ( 恵 何 % 台 病暁珪 市長・ 席暁長 ) 
井川浪人 ( 巨硅 法人臣 肱 金玉政 吉 痛棒・ 鹿畏 ) 
大耳 信 ( 日立成育 醸臆 センター 苦ま信報且お ) 
何 % 和也 
俺鶴 良平 
内藤庶子 
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)
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セ
ン
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長
 

)
 

 
 

 
 

中ホ市末 ( 日赤 田畦 大学 披摂 ) 
松山幸弘 ( 高士 近構研健済 研究所主席研究 廣 ) 
性能事 ( 鳥取市立 哺暁億 町人科部長 ) 
鳥羽克子 ( 巨巌 医荻 福祉大学教授 ) 
里田 ィ サコ ( 巨棄 法人百杯金高木病院 珍臆冊 細首 理 室長 ) 
岡田幸子 ( 由條 唾ま福祉大半日点 医技細祉 % 台研究所非常勤前文旦 ) 
林 宏樹 ( 国漢医 臆 福祉大学田 操匡硅祇祉 % 台研究所研究 貫 ) 他 

敬称略 
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保健医療福祉分野における 個人情報保護の 取り扱いに関する 研究 

主任研究者 山本 隆一 東京大学大学院情報学寮 助教授 
分担研究者 : 

大江 和彦 東京大学付属病院企画運営情報部 奏 " 
関原 成 丸 ( 財 ) 医療情報システム 開発センター 理事長 
清谷 哲朗 関西労災病院医療情報部 部長 
公文 敦 ( 財 mE 陳情報システム 開発センタ一 課長 

A, 研究目的 
高度情報通信社会の 急速な進展、 個 

，八 - 情報保護への 関心の高まり． ヂ 一夕 
巴目 関，… こ @ "" て， 一 " リ ヮ --, "" 坦 ョ 仝 @ め 、 "" ，， 、 。 ，一ぃ 。 。 迂 ， @ " 一ス 

連した諸外国のプライバシー 保護、 セ 

キュリティの 規制の変化等から、 我が 
国においても 保健医療分野での 個人 
情報保護のあ り方に関して、 国際動向 
や 現在のセキュリティ 技術水準を踏 
まえた一定の 方向性を示すことが 緊 
急かつ重大な 課題となっている。 来年 
年 4 月に完全実施される 個人情報保 
護関連についても、 各分野ごとにガイ 
ドラインを作成する 等の対策が求め 
られている。 
本研究は、 保健医療分野における 個 

人情報の取扱い 上の課題を整理し、 ガ 
イドラインを 研究することにより、 保 
健医療分野の 個人情報保護対策の 推 
進に資するものであ る。 
B. 研究方法 
平成 15 年度 
(1) 個人情報保護関連法制定に 関す 

る 現状及び問題点に 関する調査 
本研究では保健医療福祉分野にお 

ける個人情報保護に 関する論点を 整 
理し、 医療分野、 特に臨床現場及び 診 
療報酬請求過程における 個人情報の 
取扱いに関し、 運用及び技術面での 対 
応や課題の解決策 は ついて検討する。 
(2) 米国 HIPAA 法施行後の状況に 関 

する調査 
平成 15 年 4 月 ょ り、 米国 HIPAA 法 

に関連したプライバシー 保護基準が 
施行されるにともない、 政府側の広報 
や普及策を調査する。 また、 医療機関、 

保険会社、 代行機関における 実施状況 
や今後の課題を 調査する。 必要に応じ 
て、 米国内での研究成果を 取り入れる 

一 ・ ヨ 干、 妄 ・ =l, 袋を行 - 
しし 一しむ、 ヰ l 一 - 、   ミ ・ -. 一一． ，フ， 

平成 16 年度 

(1) 指針と指針の 実施に関しての 間 

題点の抽出と 対策に関する 研究 
15 年度におこなった 法自体の実施 

に関する問題点の 整理に加え、 16 年 
11 月にパブリックコメントに 付され 
た医療・介護における 指針を検討し、 
特に情報システムの 運用に注目し、 指 
針の適応上の 間 題 点や対策を検討す 
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 する調査 
15 年度に引き続き、 米国 HIPM 法 に 

関連したプライバシー 保護基準の施 
行状況や、 医療機関、 保険会社、 代行 
機関における 実施状況や今後の 課題 
を調査する。 必要に応じて、 米国内で 
の研究成果を 取り入れるとともに、 米 
国 で調査を行 う 。 
C. 研究結果 
(1) 米国における HIPAA 法の施行状 

況の調査 
15 年度の調査で、 以下の項目が 明ら 

かになった。 
0 患者の関心は 高い人と低い 人に分 
かれる。 高い人には芸能人や 社会的地 
位の高い人が 含まれる。 
OucLA の研究によれ ば 、 電子カルテを 
扱 う 職員のうちの 半分は、 スクリーニ 
ングサービスを 行 う ためにアクセス 
権 を利用しているという 結果が出て 
いる。 
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平成 1 6 年度厚生労働科学研究 (E 療 技術評価総合研究事業 ) 
第 6 回標準的電子カルテ 関連研究報告会 

標準的電子カルテシステムにおける 安全な ユーザ ・インタフェイス 作成 
のためのガイドラインに 関する研究 (H16- 医療 -061) 

主任研究者作 佐部 大也静岡大学 
分担研究者木村道男 浜松医科大学 

( 同 )  大江和彦 東京大学 
1. 背景   
エ イ ス が使いにくい」という 言葉をよく が 置かれた状況を 仮想的に実現したもの 

耳にする。 それら病院情報システムを 開 であ る。 ウィンドウは 机の上に置かれて 

発 ・納入している 企業は日本が 世界に 誇 いるそれらの「もの」に 該当する。 ウィ 
ンドウの中身を 構成する要素について 2 

テム特有の問題もあ るのではないかとも   
考えられる。 そこで病院情報システムの 「コントロール」と 記入の対象となる 帳 

特殊性について 考察を行い、 それら対応 票 等を起源とする「フォーム」であ る。 

するための研究を 行 う 。 コントロールは 主に制御卓や 操縦 席 で訓 

練を受けた技能者が 操作するものであ り、 
2. コンピュータの 操作環境 フォームに情報を 記入するのは 事務職員 
コンピュータ ( 端末 ) に向かう作業の 環 や秘書であ る。 どちらも意思決定の 責務 
境 改善のため、 機器の配置、 オフィス家 を負 う 職種ではない。 一方で意思決定者 
具の設計、 表示や入力方式についての 人 ( 役員、 管理職 ) は上記のようなスタッ 

間 工学的な理想を 求める研究が 盛んに 行 フ により操作・ 記入の煩雑さから 解放さ 

WL.  -e  @@@ra@a-a@  @MS@@a  k@r      @                 下川 @bff " ヌ 出 l. "  Ⅰ " つ 

されている。 しかし医療従事者がコンピ 一般的な業務系 ( 勘定系 ) 情報システム 
ュータを操作する 状況は、 患者の方に体 やオフィスオートメーションはこういっ 
を 向けたまま視線と 手だけコンビュー タ た 背景の上で進歩してきており、 病院 情 
に向けて操作する、 椅子に座らずに 中腰 報システムも 同様であ ると考えられる。 
で端末を見る、 など人間工学的な 理想か しかし、 医療現場における 医師や看護 師 
らは程遠い。 そこで本研究では 実際のコ は重大な意思決定 ( 診断 ) を頻繁に行わ 
ンピュー タ の設置環境とそれ 使用する 医 なければならない 上、 情報システムから 
療 従事者の姿勢などを 調査し、 理想的な 意思決定やコミュニケーションの 支援を 
環境 / 姿勢を根拠としている 一般的なユ 十分に受けられないどころか 操作・記入 
ーザインタフェイスガイドラインなどに の負担を強いられている。 システム全体 
対して追加すべき 制約などを検討する。 ほ ついての検討は 当研究課題の 範囲を超 
これは 誤 操作を防止することが 目的でも えるが、 ユー ザインタフェイ ス という視 

あ る。 点から何らかの 参照モデルを 構築するこ 

とは有効と考えられ、 とくにシステム 開 
3 情報システムとしての 特 ， 性 発 過程の上流で ユー ザインタフェイ ス の 

現在のグラフィカル な ユーザインタフェ モデル化を可能にするようなものが 望ま 
イ ス はデスクトップメタファを 基礎とし しく、 方法論を含め 検討を進めている。 
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0   ハーバー ド 大の実験 ( システム ) で 

は、 患者は、 誰が自分の記録にアクセ 
スしたのかを 確認することができる 
とうになっている。 米国では医療機関 
内で、 一人の医療記録にアクセスする 
ヒト は平均して 50 人ほどいるといわ 
れているが、 ハーバードの 場合は、 上 
記のシステムを 導入して 2-3 か 月で ア 

クセス数が減少する 結果がみられた。 
とはいえ、 1 年に 2-3 回は、 患者のい 
とこ、 前夫といった 資格の人間が 患者 
の状態を確認しょうとする 現象がお 
  ， 一 （ " て "  @, 、 ろ - ・ 。 

， ". " 下 一 ノ @ ア @ Ⅱ ハ ・ 壬舌 日 ． ! Ⅰ 。 ニ よ     / @. れと 三ヨ L"F コニ 目し ・Ⅰ ,' 、 か 五円 Ⅰ @ 力 ゴご ・・ミコ Ⅰ． 古 同 "@ :             @ -,.,.@@,,@  三・ ,' ニ 「 " Ⅰ し " 
事件性があ る場合などの ) 場合によっ 

て 、 患者の容態について 記者発表する 

ことがあ ったが、 HIPAA 法施行後は全 
くなくなった。 ただし、 公衆衛生上の 
プライオリティが 高いときなどは 例 
外であ る。 
OHIP 仙法 Privacy Standards 施行の 
準備期間の目安と 予測については、 
200 床未満の小規模医療機関では 約 1 

年間、 大学病院クラスでは 34 年間と 
考えられる。 
0 大学病院クラスの 場合、 ．システムの 
変更や研修など、 直接的な投資が 100 
万ドル、 間接的な投資は 2 叶 40 ドル X 
全従業員数Ⅰ 年 と考えられている。 
0 多くの医療機関が HIPM 法 全体への 
準備不足の状態にあ ると考えられる 
が 、 そのなかでは Privacy Standards 
への対応に対する 努力が優先されて 
いるようだ。 
0 準備は、 ソフトの組込みやシステム 
の変更等が困難で、 予測を上回る 作業 
量 となっている。 また医師が医療機関 
に Social Security Number を知らせ 
ることを拒んでいる。 これらの理由に 
とり、 医師や医療機関における 実証テ 
ストの導入そのものが 難しく、 テスト 
期間が長引いている 状況にあ る。 

今年度も分担研究者による 実地で 
のヒアリンバを 主体とする調査をお 
こな う 予定であ るが、 これまでの事前 
調査でも、 規則に違反することを 医療 

機関が恐れ、 個人情報の提供を 極端に 
制限したために、 交通事故で死亡して 
いた主人の消息を 妻が 3 日以上にわ 
たって知ることができなかった、 と言 

った過度の反応が 見られていること 
が明らかになっている。 
(2) 個人情報保護のための 既存基準 

や指針の調査 
15 年度は JIS Q l500l と HIPM 

PhVacy Standards の調査をおこなっ 
たが、 本年度は年内におおよその 分野 
の指針が出揃うことが 予想、 されるた 
ぬ に 1 月末～ 2 月か目処に大学病院 

っ口 し ; こ 、 孜育 。 チ究 だとが、 i, ニ 利 

用に関する取、 り 扱いに関してアンケ 
一ト による意識調査をおこなう 予定 
にしている。 
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